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本ガイドラインでは、デジタルサイネ
ージの設置に関する誘導方針や基準に
ついて解説しています。 
 
デジタルサイネージは、広告物自体が発光することに加

えて文字や映像が動く媒体であり、通常の屋外広告物以

上に、夜間景観を含めた景観形成上影響が大きく、景観

に悪影響を及ぼす恐れがあります。 

そのため、重点届出区域については「点滅又は回転等を

する広告物」として、モデル区間を除き、これまで原則

掲出を不可としてきました。 

しかし、近年デジタルサイネージを活用した商用広告の

普及や緊急時の情報発信等のニーズが増えていることか

ら、「重点届出区域におけるデジタルサイネージ等取扱

要綱」の改正（令和 3 年 4 月 1 日）を行い、景観面に配

慮した一定の基準を満たすものについては、掲出を認め

ることとしました。 

本ガイドラインでは、設置に関する誘導方針や要綱に規

定されている基準について、イラストや図を用いた解説

や基準に準拠した良好な事例などをハード・ソフトの両

面から取りまとめています。 

本ガイドラインを効果的に運用することで、重点届出区

域のにぎわいのあるまちづくりをすすめるとともに、都

市景観の魅力を高めることで、良好な景観形成を目指し

たいと考えています。 
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自立式や壁面に設置するデジタ
ルサイネージが協議対象です。 
(ガラス面の内側に貼り付けたものも含みます。)  
 

協議の対象となるデジタルサイネージは常時又

は一定の期間継続して屋外で公衆に情報を発信

するディスプレイ等の電子的な表示機器を用い

た、表示内容が可変する屋外広告物（ガラス面

の内側に貼り付けられる広告物及びそれに類す

る広告物を含む）とします。

建物低層部に設置 
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内壁 
デジタルサイネージ 

GL 

断面 正面 

ガラス面等内部を見通すこと
のできる壁面 

ガラス面の内側に貼り付けられる広告物及びそれに類する広告物 i 

ガラス面等の内側がデジ
タルサイネージの専用ス
ペースとなっているもの
に限ります。 

建物中層部に設置 


